
資料１ 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）に係る 

事業評価について 概要 
 

１．趣 旨 

○ 江差マースの運行にあたり、国土交通省「地域公共交通確保維持事業費補助金（地域内フィ

ーダー系統確保維持費国庫補助金）」を充当することとしている。 

○ 本補助金の活用にあたっては、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的

に、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第３条第５項及び地域公共交通確保

維持改善事業実施要領【８．事業評価について】に基づき、当該事業を活用した協議会にお

ける事業評価の実施、地方運輸局への報告が必要となる。 

○ 事業評価内容について、別添資料２，３において協議を行う。 

 

２．補助対象   

系統名 運行期間 補助事業年度 

江差マース 令和６年10月１日 ～ 令和７年９月30日 令和７年度補助事業年度 

  ※本補助金に係る補助事業年度が前年10月～９月となっているため、令和６年10月～令和 

７年３月は週３日運行、令和７年４月～９月については週５日運行での事業評価となり、 

当該１年分の運行に係る補助金が令和８年３月に交付予定となる。 

 

３．事業評価申請書類 

資料２ 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業） 

資料３ 江差町地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要 

  【概要】 

  ・江差町地域公共交通計画のとおり、事業は適切に実施。 

  ・補助事業年度途中に運行日や乗降地点を拡大するなど、利用者ニーズを反映 

・１日あたり乗車人数については、目標値を上回った（目標値：10.0人/日 実績：10.7人） 

ものの、収支率については目標値を下回る（目標値：5.4％ 実績：4.36％）結果となった。 

  ・引き続き、周知活動や運行方針の見直しといった、利用拡大に向けた活動を実施していく。 

 

４．今後のスケジュール 

令和７年11月 補助金交付申請 

        事業評価実施（本協議会） 

令和７年12月 事業評価提出（提出先：函館運輸支局 輸送・監査担当） 

令和８年３月  補助金交付 

※運行方針等が変更となった場合、本協議会にて協議のうえ、随時計画変更等を行う。 



資料２
別紙１

令和　　年　　月　　日

協議会名： 江差町地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 江差マース

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

江差町

運行系統名：江差マース
運行区間：江差町内全域
　　　　　　　（利用者の自宅及び
　　　　　　　 町内95箇所の乗降
　　　　　　　 地点間）
運行回数：1,763回
運賃：200円～500円

A

１日あたりの延べ利用者数
は、10.7人/日と目標値10.0

人/日を達成。収支率は
4.36％と、目標値の5.4％を

下回る結果となった。

利用者のニーズを反映し、運行
日拡大などの事業設計の見直
しを実施。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

計画通り事業は適切に実施
された。

④事業実施の適切性

B

⑤目標・効果達成状況

継続的な周知活動の実施や事
業設計の見直しによる利用拡
大



事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

別紙１－２

評価対象事業名： 江差マース

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　江差町は、北海道南西部に位置し、面積は109.53㎢、人口は令和７年10月現在で6,437人となっている。江差町にお
ける公共交通体系は、函館バス株式会社による広域交通を軸に、有限会社桧山ハイヤーが町内を中心とした近隣交
通の役割を担っており、奥尻島への移動手段として、オクシリアイランドフェリー株式会社が１日１～２往復のフェリーを
運航している。
　しかしながら、人口減少と自家用車の普及により、公共交通機関の利用者数は減少しており、それに伴う収支状況の
悪化や交通事業者における運転手不足等による、準基幹的広域バス路線を中心とした減便や廃止が続いている。こ
のことから、町の一部地域で交通空白地域が発生するなど、高齢者や学生といった交通弱者を中心に、通院・通学や
買い物など、町民の生活移動において、多大な影響を及ぼしている。
　このような状況を改善するため、町内全域を事前予約に応じたデマンド方式で運行し、町民における生活移動を支え
る役割を担う「江差マース」を運行することで、生活交通ネットワークの構築を進めている。

協議会名： 江差町地域公共交通活性化協議会

令和　　年　　月　　日



江差町地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

・江差マースの利用者数を１日あたり10人とする
・江差マースの収支率を5.4％とする

協議会開催状況生活交通確保維持改善計画の目標

３月10日（月） 令和６年度第４回協議会を開催
・令和７年度江差マース運行方針について
・江差町地域公共交通計画の変更について
６月５日（木） 令和７年度第１回協議会を開催
・地域公共交通計画認定申請について
９月26日（金） 令和７年度第２回協議会を開催
・江差マース運行実績について
○月○日（ ） 令和７年度第３回協議会（書面）を開催
・事業評価について

令和７年度事業概要

１

事業実施の目的・必要性

江差町では、準基幹的広域バス路線を中心とした減便や廃
止が続いており、町の一部地域で交通空白地域が発生するな
ど、町民の生活移動において、多大な影響を及ぼしている。
このような状況を改善するため、町内全域を事前予約に応じ
たデマンド方式で運行し、町民における生活移動を支える役割
を担う「江差マース」を運行することで、生活交通ネットワーク
の構築を進めている。

運行系統名：江差マース
運行区間 ：江差町内全域（利用者の自宅及び町内95箇所の乗降地点間）
運行回数 ：1,763回
運賃 ：200円～500円

地域公共交通の現況

・バス（３路線、１社）
・タクシー（１社）
・フェリー（１路線、１社）

資料３



令和７年度事業の実施状況

１）プロセス、創意工夫

【プロセス】
令和３年～令和５年にかけ、計４度の実証実験を実施。令和６年８月から、終了期間を設けない本格運行を開始。
【創意工夫】
利便性向上のため、４度の実証実験で得られた乗降データや、住民を対象にしたアンケート調査の結果を踏まえ、乗降地点
の追加、運行エリアの拡大、予約方法の多様化などを実施。

【江差マース】

２

２）運行系統



３

３）利用実績

４）収入実績
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６）目標・効果達成状況

１日あたりの延べ利用者数は10.7人/日と、目標値である
10.0人/日を達成した。収支率については4.36％と、目標値
である5.4％を下回る結果となった。週３日運行から週５日運
行に拡大したことで経常費用が増額となった反面、運行日
数拡大当初の令和７年４月～６月における利用者の増加が
乏しく、運行経費に対する運賃収入の割合が減少したことが
原因の１つであると推測される。
目標値の達成に向け、引き続き利用拡大に向けた取り組
みを実施していく。

４

７）事業の今後の改善点

江差マースは、過去３か年における４度の実証実験の結
果から、より利便性の高く、かつ持続可能性の高い運行体
制の構築を目指してきたところ。
住民に対する江差マースの認知度は、徐々に向上してき
ており、定期的に利用されている方にとっては生活の一部と
して欠かせないものとして定着している一方、移動手段を必
要とされていても、江差マースのことを知らないという方も一
定数いることから、利用者の声を広く発信するなどの継続的
な周知活動の実施や、手法の見直しが求められる。
また、より多くの人に利用してもらうことができるよう、利便
性向上にむけた運行方針等の見直しが必要になる。

運輸局記載欄

江差マースについては、令和６年５月28日改正の江差町
地域公共交通計画に記載のあるとおり、令和６年８月から
本格運行を開始した。
人口減や自家用車の普及による、バス路線を中心とした
減便や廃止が続き、町の一部地域において交通空白地域
が発生している状況のなか、高齢者や学生といった交通弱
者を中心に、主に通院や買い物時の移動手段として、生活
移動を支える役割を担っている。
また、近隣市町との広域交通路線と結ぶ区域型の交通路
線として、生活交通ネットワークの構築に寄与している。
このことから、江差マースは適切に実施されている。

５）事業実施の適切性

８）地方運輸局等における二次評価結果（案）
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